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 協定項目 
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④ 

各種事務事業の取扱い 
税務関係事務事業の取扱い 

 

１． 税務関係手数料に関すること 

（１）納税証明手数料、課税証明手数料及び住宅用家屋証明申請手数料は、

合併時に香住町の例により統一する。 

（２）税督促手数料は、合併時に村岡町の例により統一する。 

（３）固定資産に関する証明手数料は、２５０円とする。ただし、土地に

ついては５筆までごとに１件とし、家屋については、５棟までごとに１

件とする。 

（４）公図、図面等の公文書の閲覧手数料は、２５０円とする。ただし、

１人１種類１回を１件とし、１時間を超えるときは１時間までごとに２

００円を加える 
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